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告 示

鳥取県告示第598号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第96条の４において準用する同法第54条第３項の規定に基づき､ 三朝町

が行う土地改良事業に係る本泉地区の換地処分をした旨の届出があったので､ 同法第96条の４において準用する

同法第54条第４項の規定により告示する｡

平成13年10月23日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県告示第599号

漁業災害補償法 (昭和39年法律第158号) 第108条の２第６項において準用する同法第105条の２第３項の規定

に基づき発起人から届出のあった次の加入区及び漁業の区分に係る共済契約の締結の申込みに係る同意について

は､ 審査した結果同法第108条の２第３項に規定する要件に適合すると認めたので､ 同条第６項において準用す

る同法第105条の２第４項の規定により告示する｡

平成13年10月23日

鳥取県知事 片 山 善 博
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平成13年10月23日(火)

第７３２７号

毎週火･金曜日発行

加 入 区 漁 業 の 区 分

東 加 入 区 小型定置漁業及び小型いか釣り漁業

境 港 加 入 区 小型いか釣り漁業及び機船船びき網漁業



鳥取県告示第600号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第３項の規定により

告示する｡

平成13年10月23日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 開発許可の年月日及び番号

平成13年６月11日 鳥取県指令倉土維10第２号

２ 開発区域に含まれる地域の名称

東伯郡大栄町大字由良宿字立川

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東伯郡大栄町大字由良宿551－２

有限会社吉村地所

代表取締役 吉村武司

鳥取県告示第601号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定に基づき､ 都市計画事業の事業計画の変更を認可し

たので､ 同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により､ 次のとおり告示する｡

平成13年10月23日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 施行者の名称

鳥取市

２ 都市計画事業の種類及び名称

鳥取都市計画下水道事業 鳥取市公共下水道

３ 事業施行期間

昭和47年２月18日から平成19年３月31日まで

４ 事業地

(１) 収用の部分

変更なし

(２) 使用の部分

削除する部分 鳥取市桂木字大芝､ 字下佛谷､ 字佛谷､ 字背戸山及び字宮ノ本､ 海蔵寺字向田､ 字中前田

及び字前田､ 津ノ井字高山､ 字高山堤下､ 字納戸谷､ 字向蔵ノ谷､ 字蔵ノ谷､ 字大背戸､ 字

下り口､ 字宇称､ 字風ノ宮､ 字坪坂南側､ 字船田ノ二､ 字下遠沖､ 字坪坂北側､ 字大背戸北

側､ 字大背戸南側､ 字北浦畑方､ 字大鳴､ 字茶山､ 字山ノ越及び字上代並びに船木字茶屋ノ

前､ 字茶屋土居､ 字筒井､ 字前田､ 字薮ヶ鼻､ 字下西谷､ 字中西谷､ 字西谷､ 字山口､ 字清

水田､ 字東谷口､ 字青木､ 字浮谷､ 字東谷､ 字本土居､ 字尺谷､ 字寺土居及び字東土居

追加する部分 鳥取市広岡字北広岡､ 字西広岡及び字地蔵前
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公 告

家畜商法 (昭和24年法律第208号) 第３条第２項第１号に規定する講習会を次のとおり開催する｡

平成13年10月23日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 開催日時

平成13年12月３日 (月) 及び同月４日 (火) 午前９時から午後５時まで

２ 開催場所

倉吉市東巌城町２ 鳥取県中部総合事務所第６会議室

３ 講習の科目及び時間

(１) 家畜の取引に関する法令 ４時間

(２) 家畜の品種及び特徴 ４時間

(３) 家畜の悪癖､ 機能障害及び疾病 ６時間

４ 受講手続

(１) 受講申込書の交付

受講申込書は､ 県内の各地方農林振興局及び日野総合事務所農林局において交付する｡

(２) 受講申込方法

所定の受講申込書に､ 写真 (受講申込書提出前６月以内に撮影した無帽の正面上半身像のもので､ 縦3.5

㎝×横2.5㎝の大きさのものとする｡) 及び講習会受講手数料 (3,540円) に相当する額の鳥取県収入証紙をは

り付けて､ 平成13年11月19日 (月) までに住所地を管轄する地方農林振興局又は日野総合事務所農林局の長

を経由して知事に提出すること｡

５ 問合せ先

受講手続きその他講習会に関する問合せは､ 鳥取県農林水産部畜産課 (鳥取市東町一丁目220 電話0857－

26－7831) に行うこと｡

調 達 公 告

一般競争入札により落札者を決定したので､ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令 (平成７年政令第372号) 第11条の規定に基づき､ 次のとおり公告する｡

平成13年10月23日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 調達件名及び数量 ロータリ除雪車 １台

２ 契 約 方 式 一般競争入札

３ 落 札 決 定 日 平成13年９月10日

４ 落札者の名称及び 中国ティー・シー・エム株式会社
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所在地 山口県下松市大字末武上1781－１

５ 落 札 価 格 43,890,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む｡)

６ 入 札 公 告 日 平成13年７月27日

７ 落 札 方 式 最低価格落札方式

８ 契約事務担当部局 鳥取県出納局会計課

の名称及び所在地 鳥取市東町一丁目220
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発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】
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